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令和３年度予算編成方針 

 

 

１．経済情勢と国の予算編成の動向 

 

 我が国の経済の現状は、内閣府の経済報告において「景気は、新型コロナウイルス感染

症の影響により、依然として厳しい状況にあるが、持ち直しの動きがみられる。」とし、「先

行きについては、感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを段階的に引き上

げていくなかで、各種政策の効果もあって、持ち直しの動きが続くことが期待されるが、

感染症が内外経済に与える影響に十分注意する必要がある。」としている。 

こうした中、国の「経済財政運営と改革の基本方針２０２０」において、令和３年度予

算編成の考え方については、当面は休業者や離職者をはじめ国民の雇用を守り抜くことを

最優先とし、決してデフレに戻さない決意をもって経済財政運営を行うとともに、あわせ

て「新たな日常」の実現に向け、その構築の原動力となるデジタル化への集中投資・実装

と環境整備を推進するなどとしている。また、感染拡大の動向とその経済・国民生活への

影響を見極めつつ、歳出改革の取組を強化するとともに、施策の優先順位を洗い直し、無

駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化するとされている。 

 

 

 

２．本市の財政状況と今後の見通し 

 

本市の財政状況については、令和元年度一般会計の決算において実質収支が６億５，７

７８万円の黒字となった。また、決算に基づく財政の健全性を示す指標については、実質

公債費比率が１０．１％、将来負担比率が７４．７％となり、いずれも早期健全化基準を

大きく下回っているものの、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は９２．３％で、前年

度より１．１ポイント上昇し、硬直化が進んだ。地方債残高については、新規起債の抑制

などにより、令和元年度末の残高は、前年度より６，７７８万円減の１５２億３，１３１

万円となった一方、財政調整基金については、平成２９年度より基金の取崩しが続いてお

り、令和元年度末残高は、前年度より２億３，２２１万円減の２１億２，０１０万円とな

った。 

市財政の今後の見通しであるが、歳出面において、令和２年度における新型コロナウイ

ルス感染症対策に係る財政支出や、中長期的な視点では、老朽化に伴う公共施設の大規模

改修や少子高齢化の進展などに対応する社会保障施策に要する経費の増加など、様々な財

政需要が見込まれている。また、歳入面においても新型コロナウイルス感染症による市財

政に与える影響は大きく、自主財源の大宗をなす市税の大幅な落ち込みが懸念されるなど、

今後の財政運営は厳しさを増していくことが想定され、これまで以上に、将来を見据えた

堅実な財政運営が必要となる。 



 

３．予算編成の基本方針 

 

 令和３年度の予算編成においては、公共施設の大規模改修経費の増加に加え、新型コロ

ナウイルス感染症の影響による市税などの一般財源の減収が予想され、今まで以上に厳し 

い財政状況が見込まれる。厳しい財政状況下であっても市民サービスの質は低下させず、

限られた財源の中で最大限の効果が達成できるよう、変化する社会情勢や市民ニーズを的

確に捉えつつ、各事業の検証、見直し等の徹底を図り、第二次三沢市総合振興計画の基本

理念「未来へつなぐ 心安らぐ 国際文化都市」の実現のため、１０の政策を効率的・効

果的に推進するとともに、将来にわたり持続可能な行財政運営が図られるよう編成を行う

ものとする。 

 

 

 

４．予算要求の基本的な考え方 

 

（１） 歳入の見積もりにあたっては、過去の実績や令和２年度の決算見込み、国の概

算要求や制度の新設及び変更、経済動向等、特に、新型コロナウイルス感染症の

影響による社会情勢の変化など先行きの不透明な部分については、あらゆる資料

に基づいて適正な情報及び財源の捕捉に努め、また、過大もしくは過少見積もり

とならないよう、十分留意すること。また、多額の収入未済額を抱える歳入につ

いては、具体的な対策を講じるなど、収納率の一層の向上に最大限の努力を傾注

すること。 

 

 （２） 歳出の見積もりにあたっては、将来世代への持続可能な財政構造を確立するこ

とを目指して、全ての事業に聖域を設けず、市民の視点に立ちながら事業の抜本

的な見直しの徹底を図るとともに、新型コロナウイルス感染症の影響による社会

情勢や市民ニーズの変化を十分に考慮し、事業の再構築などを検討すること。 

 

注） 一般行政経費のうち、「物件費」（通勤費用弁償、燃料費、修繕料、備品購入

費、指定管理料及び令和２年度で終了する事務事業等を除く）については、令

和２年度当初予算による年間予算見込額を課単位の予算枠とした配分額内で調

整すること。 

 

（３） 限られた財源の中で最大の事業効果を発揮するために、より効率的・効果的な

事業展開が求められていることから、行財政改革の推進やＩＣＴなどの活用を検

討するとともに、国が進めるデジタル化推進の動向を十分に考慮し、事業内容の

精査及び再構築など他部局等とも連携・協議し予算要求を行うこと。 

 



 （４） 令和３年度も引き続き見直しの可能なものについては、その縮小・廃止等を含

めて見直しすること。また、義務的経費等についても、定員管理の徹底も含め聖

域を設けることなく、制度の根幹まで踏み込んだ抜本的な見直しを行い、可能な

限り歳出の抑制を図ること。 

  

（５） 市民生活の向上、福祉の充実、地域経済の発展のため、特に重点配分を図るべ

き施策及び事務事業がある場合は、事前に財政課と協議したうえで予算要求する

こと。 

 

 （６） 令和３年度一般会計当初予算は、現行制度に基づき、見込み得る通年予算（年

間予算）として編成するものとする。したがって、年度途中においては、制度改

正に伴う経費や災害関係経費等、真にやむを得ないものを除き、原則として一般

的な補正は行わないものとする。 

 

 （７） 特別会計及び企業会計については、一般会計と同一基調に立ち、適正な受益者

負担の原則に基づく経費の負担区分と独立採算を念頭におき、経営の効率化及び

自己財源の確保を図ること。また、経常的経費の増加要因となることから、安易

に一般会計からの繰入に依存せず、可能な限り圧縮するよう、最大限努めること。 

 

 （８） 障害者優先調達推進法の趣旨に鑑み、令和３年度も引き続き、障害者就労施設

等からの物品及び役務の調達を推進するため、障害福祉課と協議の上、予算要求

すること。 

 

 （９） 予算編成過程において、国の政策、法改正、景気の変動等により、編成方針に

見直しを加える場合においては、改めて通知する。 

 

以上のことに十分留意し、「予算編成留意事項」に基づき、厳しく吟味した予算要求を

行うよう通知する。 

  



 

 

予 算 編 成 留 意 事 項 

 

 

 予算見積書（要求書）の作成にあたっては、第二次三沢市総合振興計画の事業分類によ

り、従来通りの入力を行うものとする。 

 

 

１．歳入に関する事項 

 （１） 市税については、税制改正や経済の見通し、特に新型コロナウイルス感染症の

影響による社会情勢の動向を十分勘案し、確実な年間収入額を要求するとともに、

徴収努力等による収納率の向上を図り、積極的な財源確保に努めること。 

 

 （２） 使用料及び手数料については、受益者負担の公平確保及びコスト意識の涵養を

図る観点から、行政サービスのコスト等を正確に把握し、一層の精査を行うこと。 

 

（３） 国庫支出金及び県支出金については、制度改正や補助率・補助基準の変更など、

国・県の予算編成の動向に十分留意して計上すること。また、社会情勢の動向、特

に新型コロナウイルス感染症の影響などを十分勘案し市の施策実施上、真に必要と

認められるものに関しては、対象経費を精査した上で、積極的な確保に努め、確実

性の高い見積額を計上すること。 

 

 （４） 財産収入については、引き続き遊休資産等の処分を検討し、売却処分が可能な

ものについては極力整理することとし、適正額を見積もること。 

 

 （５） 諸収入については、収入見込額を単純に前年度同額程度とすることなく、過去

の実績及び社会経済情勢の推移等を勘案のうえ、積算根拠を明確にし、的確な収

入見込みを見積もること。 

 

 （６） 広告料等その他の収入についても、財源を的確に把握し、収入確保に努めるこ

と。 

 

 

２．歳出に関する事項 

 （１） 人件費（会計年度任用職員を含む）については、総務課において年間所要額を

算定するものであること。なお、事業費支弁の人件費（会計年度任用職員を含む）

がある場合は、必ず総務課人事管理係と協議の上、予算見積書を作成すること。 

 



（２） 物件費のうち旅費については、適正な運用を図るため、需用費同様に細節管理

とすることとし、要求については必要最小限のものとすること。また、その他需

用費などについては、既存の事務事業について徹底した見直しを行い、経費節約

のため、可能な限り削減を図ること。 

 

（３） 施設の適正な維持管理に努めるとともに、修繕費については、老朽の程度を勘

案しながら、優先順位による年次計画を策定し、必要性・緊急性を十分検討のう

え、予算要求すること。 

  

（４） 保守管理等の委託料については、業者見積額をそのまま計上するのではなく、

点検回数や頻度等、仕様書の内容を再度見直し、十分精査・積算のうえで、経費

の節減が図られるよう努めること。 

  

 （５） 扶助費については、毎年多額の不用額が生じているため、安易に伸び率等を使

用するのではなく、法令の根拠及び対象人員等の実態を把握のうえ、積算するこ

と。また、市単独事業については、その必要性を再確認し、扶助の範囲・程度に

ついて再検討すること。 

 

 （６） 補助費等については、必要性や効果を再検証し、必要最小限にとどめること。

特に多額の繰越金や内部留保がある団体等に対する運営費補助については、慣例

や先例にとらわれることなく、その内容を精査し、ゼロベースからの見直しを図

ること。なお、要求の際には直近の収支決算書を添付すること。 

  

 （７） 備品購入については、用途、頻度等を検討し、事務の効率化が図られるもの以

外は予算要求しないこと。 

 

（８） 投資的経費については、関係機関との連携を密にしながら、的確な情報収集を

行い、可能な限り国庫補助金等の財源確保に努めるとともに、中期財政見通し（旧

財政運営計画）等に基づく事業を基本としたうえで予算要求すること。 


